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人口面積( 54. 8. 1)

世 帯　　　　　208, 508
人 口　　　　　627, 285
男　　　　　　317, 604
女　　　　　　309, 681

面積　　　　　53. 25k㎡
人口密度　　　11, 780人/ k
㎡

九
月
十
五
日
は
敬
老
の
日

生
き
が
い
の
あ
る

豊
か
な
老
後
の
た
め
に

九
月
十
五
日
の
「敬
老
の
日
」か
ら
二
十
一
日
ま
で
は
老
人
週
間
で
す
。あ
な
た
に
も
、必
ず
「老
後
の

生
活
」が
訪
れ
ま
す
。全
国
的
に
老
齢
化
が
進
む
な
か
で
、老
後
の
健
康
、厚
生
施
設
の
完
備
、生
き
が
い
な

ど
が
、今
後
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。こ
の
機
会
に
、区
民
の
皆
さ
ん
に
「老
人
福
祉
」に
つ
い
て
の
理
解

を
深
め
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、お
年
寄
り
の
た
め
の
、関
係
の
あ
る
施
策
を
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

敬
老
の行

事
・
事
業

《
区
の
行
事
・
事
業
》

▽
区
長
の
家
庭
訪
問

区
内
の
高
齢
者
の
方
を
訪
問
し
、

区
長
が
長
寿
を
祝
い
、記
念
品
を
贈

呈
し
ま
す
。今
年
は
、九
十
六
歳
以

上
(
八
人
)
を
訪
問
し
ま
す
。

▽
敬
老
金
の
贈
呈

七
十
五
歳
以
上
の
方
の
長
寿
を
祝

い
、敬
老
金
五
千
円
を
贈
呈
し
ま
す
。

▽
お
こ
ず
か
い
の
贈
呈

七
十
歳
か
ら
七
十
四
歳
ま
で
の
び

で
、生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
か
、

養
護
老
人
ホ
ー
ム
ま
た
は
、特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
で
生
活
し
て
い
る
方

の
長
寿
を
祝
い
、三
千
円
を
贈
呈
し

ま
す
。

▽
記
念
品
の
贈
呈

九
月
十
五
日
現
が
弋
喜
寿
(
七

卜
七
歳
)
、米
寿
(
(
十
(
歳
)
、高
齢

者
(
九
十
歳
以
上
)
に
あ
た
る
方
の
長

寿
を
祝
い
、記
念
品
を
贈
呈
し
ま
す
。

▽
敬
老
遊
覧
招
待

日
頃
、休
養
の
機
会
匚
恵
ま
れ
な

い
低
所
得
世
帯
の
健
康
な
六
十
五
歳

以
上
の
方
の
中
か
ら
、地
区
を
担
当

す
る
民
生
委
員
の
推
せ
ん
に
よ
り
、

約
三
百
名
を
湯
河
原
温
泉
「あ
だ
ち

荘

」
に
ご
招
待
し
ま
す
。

▽
敬
老
入
浴
券
の
贈
呈

七
十
歳
以
上
で
、入
浴
券
を
希
9

す
る
方
に
、区
内
の
公
衆
浴
場
で
入

浴
で
き
る
「敬
老
入
浴
券
」を
二
十

枚
贈
呈
し
ま
す
。

▽
老
人
パ
ス
(
乗
車
証
)
の
贈
呈

七
十
歳
以
上
で
、次
の
賢
格
要
件

に
該
当
す
る
方
に
、社
会
参
加
を
促

進
す
る
目
的
で
、
「老
人
パ
ス
」を

贈
星
し
ま
す
。

◎
要
件
　
▼
(
寿
)
老
人
医
療
費
受
給

者
証
の
受
け
て
い
る
方

▼
生
活
保
護
世
帯

▼
そ
の
他
、
昭
和
五
十
一二
年
の
所
得

が
左
下
表
に
か
か
げ
る
基
準
額
以

下
で
あ
る
こ
と

▽
特
別
区
交
通
災
害
共
済
加
入

七
十
歳
以
上
の
方
を
対
象
に
、
区

が
一
口
分
の
掛
金
を
負
担
し
、
加
人

手
続
き
を
行
な
い
ま
す
。

《
都
の
行
事
・
事
業
》

▽
都
立
公
園
の
無
料
公
開

▽
都
内
映
画
館
等
の
割
引
入
場

▽
芸
術
座
の
割
引
入
場

▽
老
人
相
談
コ
ー
ナ
ー

所 得 制 限 額 表
( 上段は所得額、下段は収入金額)

ひ
と
り
ぐ
ら
し
や

ね
た
き
り
の
方
へ

区
で
は
、
ひ
と
り
ぐ
ら
し
や
、
ね

た
き
り
の
お
年
寄
り
の
方
の

た

め

に
、
次
の
よ
う
な
事
業
を
行
な
っ
て

い
ま
す
。

《
ひ
と
り
ぐ
ら
し
の
方
の
た
め
に
》

▽
非
常
ベ
ル
の
設
置

病
気
や
災
害
に
備
え
て
、
非
常
ベ

ル
を
六
十
五
歳
以
上
の
方
を
対
象
に

取
り
付
け
ま
す
。

▽
老
人
福
祉
電
話
の
貸
卜

低
所
得
で
近
隣
と
交
流
の
少
な
い

六
十
五
歳
以
上
の
方
に
、
区
長
名
債

の
電
話
を
貸
与
し
、
ま
た
自
己
名
價

の
電
話
を
お
持
ち
の
方
に
も
基
本
料

金
お
よ
ぴ
1
ヵ
月
当
り
の
六
卜
通
話

の
範
囲
内
で
助
成
し
ま
す

。

▽
友
愛
訪
問

近
隣
と
交
流
の
少
な
い
六
十
五
歳

以
上
の
方
の
孤
独
感
を
解
消
す
る
た

め
、
話
し
相
手
に
な
る
方
を
派
遣
し

ま
す
。

《
ね
た
き
り
の
方
の
た
め
に
》

▽
老
人
福
祉
手
当
の
支
給

六
ヵ
月
以
上
入
院
し
て
い
る
か
、

自
宅
で
ね
た
き
り
の
状
態
に
あ
る
六

十
五
歳
以
上
の
方
に
、
月
額

】万
一

千
五
百
円
の
手
当
を
差
し

あ

げ
ま

す
。

▽
日
常
生
活
用
具
の
給
付
貸
与

長
期
間
自
宅
で
ね
た
き
り
の
状
態

に
あ
り
、
か
つ
低
所
得
世
帯
で
六
十

五
歳
以
上
の
方
に
、
「
ギ
ヤ
y
チ
ベ

y
ド
」
を
貸
与
し
、
ま
た
、
「
無
湿
ふ

と
ん
」
「
便
座
」を
差
し
あ
け
ま
す
。

▽
連
絡
用
ブ
ザ
ー
の
取
付

長
期
間
、自
宅
で
ね
た
き
り
の
状

能
に
あ
る
六
十
五
歳
以
上
の
方
と
、

家
族
そ
れ
ぞ
れ
の
居
室
の
間
に
連
絡

用
ブ
ザ
ー

を
取
り
付
け
ま
す
。

▽
巡
回
入
浴

ね
た
き
り
の
た
め
、
自
宅
で
入
浴

す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
あ
る
六

卜
五
歳
以
上
の
方
を
、
「
足
立
区
老

人
会
館
」
の
特
殊
浴
槽
を
使
用
し
て

入
浴
サ
ー
ビ
ス
を
行
な
い
ま
す
。
ま

た
、
団
地
の
二
階
以
上
に
お
住
い
の

方
弋

路
地
が
せ
ま
く
車
が
入
れ
な

い
場
合
は
、
部
屋
に
直
接
浴
槽
を
持

ち
込
み
入
浴
サ
ー
ビ
ス
を
行
な
う
制

度
も
あ
り
ま
す
。

▽
老
人
の
緊
急
一
時
保
護

一
時
的
に
家
族
の
介
護
を
受
け
ら

れ
な
い
状
態
に
あ
る
六
十
五
歳
以
上

の
方
を
、特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
(
足

立
新
生
苑
)

に
一
週
間
以
内
に
限
っ

て

、お
頂
り
し
て
お
匿
話
を
し
ま
す
。

▽
訪
問
看
護

自
宅
で
ね
た
き
り
の
状
態
で
療
養

巾
の
六
十
五
歳
以
上
の
方
弋
医
師

ま
た
は
、看
護
婦
が
訪
問
し
、日
常

生
活
上
の
看
護
等
の
専
門
的
指
4
を

行
な
い
ま
す
。

《
ひ
と
り
ぐ
ら
し
、ね
た
き
り
の
方

の
た
め
に
》

▽
老
人
家
庭
奉
仕
員
の
派
遣

低
所
得
世
帯
の
お
お
む
ね
六
卜
瓦

歳
以
卜
の
方
で
、心
身
に
障
害
が
あ

り
、
か
つ
家
族
の
介
護
を
受
け
ら
れ

な
い
方
に
、
老
人
家
庭
奉
仕
員
を
派

遣
し
、
家
事
の
援
助
等
を
行
な
い
ま

す
。

▽
ね
た
き
り
老
人
家
政
婦
派
遣
事
業

比
較
的
低
所
得
世
帯
の
六
十
五
歳

以
上
の
方
で
、心
身
に
障
害
が
あ
り
、

か
つ
家
族
の
介
護
を
受
け
ら
れ
な
い

か
に
民
間
の
家
政
婦
を
派
遣
し
、
家

箏
の
援
助
等
を
行
な
い
ま
す
。

働
く
こ
と
を
望
む
方
の
た
め
に

▽
高
齢
者
事
業
団

お
年
寄
の
生
き
が
い
や
健
康
増
進

を
め
ざ
し
て
生
ま
れ
た
事
業
団
も
両

一
歳
に
な
り
、働
ら
く
意
欲
の
あ
る

元
気
な
お
年
寄
り
会
員
も
千
三
百
六

十
人
と
増
え
、そ
の
仕
事
振
り
は
区

民
の
皆
さ
ん
に
も
好
評
で
す
。

事
業
団
の
会
員
に
な
っ
て
、豊
か

な
経
験
や
技
術
を
生
か
し
て
勳
い
て

み
た
い
と
考
え
て
い
る
六
十
歳
以
上

の
方
な
ら
、
ど
な
た
で
も
入
会
で
き

ま
す
。

く
わ
し
く
は
、
高
齢
者
事
業
団
事

務
局
(
千
住
本
町
老
人
館
内
　
　
(

七
〇
上
(
二
こ
I
)
へ
。

▽
老
人
授
産
場

低
所
得
で
六
十
歳
以
上
の
方
が
、

簡
易
な
仕
事
を
し
な
が
ら
収
入
を
得

て
、
生
き
が
い
と
健
康
を
保
つ
た
め

の
施
設
と
し
て
、区
内
に
次
の
二
か

所
の
授
産
場
が
あ
り
ま
す
。

▼
足
立
授
産
場
(
千
住
元
町
二
四
i

一
　
　
(
(
一
し
五
五
四
(
)

▼
西
加
平
授
産
場
(
青
井
四
上
一
じ

一
一
一
　
(
(

九
-
○
六
八
一
)

▽
高
齢
者
無
料
職
業
相
談

六
十
歳
以
上
の
方
の
職
業
相
談
、

求
職
・
求
人
の
あ
っ
せ
ん
を
し
ま
す
。

◎
区
役
所
区
民
相
談
室
(
毎
月
第
四

火
曜
日
)

◎
竹
の
塚
セ
ン
タ
ー
(
毎
月
第
四
木

曜
日
)

《
区
外
の
高
齢
者
職
業
相
談
》

高
齢
者
を
対
象
と
し
て
、
職
業
相

談
、
求
職
等
の
あ
っ
せ
ん
を
し
て
い

ま
す
。

▽
墨
田
高
齢
者
無
料
職
業
紹
介
所
(

墨
田
区
向
島
三
上
二
(
I
七

墨
田
区
民
会
館
内
　
　
六
二
五
-

上
(
六
(
)

▽
浅
草
橋
高
齢
者
無
料
職
業
相
談
所

(
台
東
区
柳
橋
ニ
ー
一
六
―
一
四

袋
物
会
館
内
　
　
八
六
六
-
三
八
三
五

)

軽
費
老
人
ホ
ー
ム

「
し
ま
ね
園
」

八
月
一
口
か
ら
、軽
贊
老
人
ホ
ー

ム
「し
ま
ね
園
」が
東
京
都
か
ら
足

立
区
に
移
管
さ
れ
ま
し
た
。

「し
ま
ね
園
」は
、都
内
に
居
住

す
る
六
十
五
歳
以
上
の
心
身
共
に
健

康
な
お
年
寄
り
で
あ
っ
て
、家
庭
環

境
、住
宅
事
情
等
の
理
由
に
よ
り
自

宅
で
生
活
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
方

が
低
額
な
料
金
で
利
用
し
、健
康
で

明
る
い
生
活
を
送
る
こ
と
今
目
的
と

し
た
施
設
で
す
。

◎
入
園
資
格
　
都
内
に
三
年
以
上
お

住
い
の
方
で
、独
立
し
て
日
常
生

陋
を
営
む
こ
と
が
出
来
る
こ
と
。

ま
た
、月
収
が
卜
万
円
以
下
で
あ

る
こ
と
。

◎
利
用
料
　
月
額
一
四
三
五
〇
円
で

す
が
、課
税
区
分
匚
応
じ
利
用
料

の
減
額
制
度
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

他
若
干
の
光
熱
費
が
か
か
り
ま
す

◎
定
員
　
百
名
(
単
身
九
十
室
、夫

婦
五
室
)
現
在
、
空
室
が
少
し
あ

り
ま
す
。

問
合
せ
先
　
援
護
課
ま
た
は
、最
寄

り
の
福
阯
事
務
所

すずかけ
美
し
く
光
を
ら
ら
す
ス
タ
ー
マ

イ
ン
、
華
麗
な
菊
の
大
輪
、
そ
し

て
ナ
イ
ヤ
ガ
ラ
を
形
ど
っ
た
仕
掛

な
ど
、
次
々
に
真
夏
の
夜
空
を
五

色
に
彩
る
花
火
、
荒
川
土
手
に
腰

を
お
ろ
し
た
区
民
の
皆
さ
ま
の
歓

声
と
拍
手
1
天
候
不
順
の
た
め
延

期
し
て
い
た
「
足
立
の
花
火
」
が

無
事
に
上
が
り
、
ほ
っ
と
し
ま
し

た
。
協
賛
・
後
援
・
警
備
の
皆
さ

ん
の
ご
支
援
、
ご
協
力
に
厚
く
お

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

今
後
「
足
立
の
花
火
」
が
誰
か

ら
も
愛
さ
れ
る
も
の
に
発
展
し
て

も
ら
い
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

足
立
区
長
　
長
谷
川
　
久
勇

お
年
寄
の
た
め
の
催
し
も
の

◎
千
住
セ
ン
タ
ー

(
(
二
-
二
七
六
五

▽
マ

ヴ
サ
ー
ジ
・
=十
五
日
(
土
)

午
前
九
時
三
十
分
～
午
後
三
時

三
十
分

◎
東
部
セ
ン
タ
ー

六
〇
五
卜
七
一
〇
一

▽
マ
y
サ
ー
ジ
・
:
十
二
日
(
水
)

午
前
九
時
三
十
分
～
午
後
三
時

定
員
五
十
名
、
六
日
か
ら
受
付

◎
西
部
セ
ン
タ
ー

(
九
七
i
五
〇
二
(

▽
映
画
会
=
・
十
二
日
(
水
)
午
後

二
時

◎
中
部
セ
ン
タ
ー

(
(

九
一

四
六
六
一

▽
健
康
相
談
:
'十
一
日
(
火
)
午

後
一
時
三
十
分

◎
花
畑
区
民
セ
ン
タ
ー

(
五
〇
-
二
六
一
七

▽
映
画
会
…
十
五
日
(
土
)
午
前

十
時

◎
大
谷
田
老
人
館

(
二
九
-
五
四
六
(い

▽
〝長
寿
〟朝
ぶ
ろ
会
・
=
十
五
日

(土
)
午
前
十
時
～
正
午

◎
栗
原
西
老
人
館

(
九
九
i
(

七
六
二

▽
演
芸
大
会
=
千
(

日
(
火
)
午

後
一
時

◎
小
台
老
人
館

九
一
四
―
三
四
二
七

▽
講
演
会
・
=
十
九
日
(
水
)
午
後

一
時
三
十
分
～
三
時
三
十
分

お
年
寄
り
の
皆
さ
ん
へ

施
設
見
学
会
に
ご
参
加
を

区
内
に
お
住
い
の
お
年
寄
り
の

皆
さ
ん
を
対
象
に
、
施
設
見
学
会

(
写
真
)
を
開
催
し
ま
す
。

秋
の
一
日
弋

区
内
の
史
跡
の

数
々
を
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
で
訪
ね
ま

す
。ふ
る
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時
　
九
月
二
十
七
日
(
木
)
・

二
十
(
日
(
金
)
午
前
九
時
二

十
分
ま
で
に
区
役
所
前
集
合

参
加
資
格
　
区
内
在
住
の
健
康
な

六
十
歳
以
上
の
万

見
学
コ
ー
ス
　
区
役
所
↓
国
土
安

穏
寺
↓
炎
天
寺
↓
老
人
会
館
↓

性
翁
寺
↓
西
新
井
大
師
(
午
後

三
時
五
十
分
頃
解
敵
予
定
)

参
加
費
　
無
料
(
昼
食
は
こ
ち
ら

で
用
意
し
ま
す
)

定
員
　
各
日
二
十
五
名
(
申
込
み

多
歎
の
場
合
は
抽
選
)

申
込
期
間
　
五
日
(
水
)
～
八
日

(
古

申
込
方
法
・
申
込
先
　
電
話
で
広

報
課
へ
。な
お
、(
日
(
土
)
は

正
午
ま
で
。

お
近
く
の
会
場
へ
ど
う
ぞ

区
長
移
動
応
接
室

今
月
三
日
か
ら
区
長
移
動
応
接

室
を
開
催
し
て
い
ま
す
。こ
れ
か

ら
の
日
程
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▽
九
月
六
日
(
木
)
足
立
勤
労
福

祉
会
館

▽
九
月
七
日
(
全

第
十
二
出
張
所

▽
九
月
十
日
(
月
)
第
十
七
出
張
所

▽
九
月
十
一
日
(
火
)
第
十
七
出

張
所
分
室

▽
九
月
十
三
日
(
木
)
花
畑
区
民

セ
ン
タ
ー

▽
九
月
十
四
日
(
金
)
東
部
区
民

福
祉
セ
ン
タ
ー
別
館

※
時
間
は
、各
会
場
と
も
午
後
七

時
か
ら
九
時
ま
で
。

問
合
せ
先
　
広
報
課
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自 然 を と り も ど そ う

皆さんの心がけも大切です

―昭和になっても20年代までは、加平橋あたりでも水藻の中には、

エビやウナギが生息していた。引き潮になると川底がみえてシジミ

の小さな穴が無数にあいており、波打ち際には、カニがのこのこと

散歩をしていた… ( 足立の今昔) ―という綾瀬川、今では、ちょっ
と想像もつきません。

みじかな川 の汚れた姿を皆さんはどう お考えで しょうか。

私
た
ち
の

く
ら
し
と
川

足
立
区
に
は
、
都
内
六
つ
の
主
要

河
川
の
ろ
ち
、
隅
田
川
、
荒
川
、
中

川
、
綾
瀬
川
の
四
河
川
が
区
域
を
流

れ
て
い
ま
す
。

か
っ
て
区
内
の
河
川
は
、水
田
を

支
え
た
農
業
用
水
路
で
あ
り
、無
数

の
農
業
用
用
水
堀
が
は
し
り
、そ
菜

な
ど
を
運
搬
す
ろ
水
路
と
し
て
、川

や
堋
は
僅
民
の
く
ら
し
と
深
く
結
ぴ

つ
い
て
い
ま
し
た
。

夏
と
ち
な
れ
ぱ
、用
水
路
や
川
は
、子

ど
も
遠
の
プ
ー
ル
に
早
変
わ
り
、

水
し
ぶ
き
旁
あ
げ
て
泳
ぐ
光
景
が
、

あ
ち
こ
ち
で
み
ら
れ
、
ま
た
、
涼
し

さ
を
増
す
秋
と
も
な
れ
ぱ
、
川
岸
に

は
太
公
望
の
姿
が
鈴
な
り
に
釣
り
糸

を
一
日
中
た
れ
て
い
た
と
い
う
、
区

民
の
憩
い
の
堝
で
も
あ
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
か
昭
和
三
十
年
代
後
半
か

ら
急
激
に
す
す
ん
だ
産
業
排
水
や
生

活
排
水
に
よ
る
汚
濁
が
川
の
役
割
り

を
す
っ
か
り
か
え
て
し
ま
っ
た
の
で

す
。
い
ま
で
は
、
見
沼
代
用
水
等
一

部
が
農
業
用
水
と
し
て
使
わ
れ
て
い

る
ほ
か
は
、
水
資
源
と
し
て
の
河
川

の
利
用
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
く
な
っ

て
い
ま
す
。

近
年
、
中
川
な
ど
び
匕
じ
″
に

そ
の
役
剖
を
と
り
も
と
し
つ
つ
あ
り

ま
す
が
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
、
咏
に

親
し
め
る
川
の
廈
活
か
ま
た
れ
て
い

ま
す
。

川
の
汚
濁
は
、
ま
た
私
た
ち
の
健

康
と
も
深
い
つ
な
が
り
を
も
ち
、
川

か
ら
海
へ
の
水
域
全
体
は
、魚
な
ど

水
産
賢
源
を
育
て
る
場
で
も
あ
り
ま

す
。川

の
浄
化
は
ま
さ
に
私
た
ち
の
生

活
の
基
盤
に
か
か
わ
る
こ
と
な
の
で

す
。採

水
調
査
に
み
る

川
の
汚
れ
は

ふ
つ
う
、
川
は
流
れ
て
い
く
う
ち

に
あ
る
程
度
水
を
き
れ
い
に
す
る
働

き
を
も
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
あ
ま
り
汚
れ
か
ひ
ど
く

な
る
と
、
こ
の
勳
き
も
お
よ
ぱ
な
く

な
り
、
水
に
含
ま
れ
て
い
る
酸
素
が

臧
っ
て
、
魚
も
す
め
な
い
よ
う
な
川

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
力
よ
う
に
、
工
場
、
事
業
場
の

排
水
や
家
庭
排
水
な
ど
大
量
に
消
費

さ
れ
た
水
が
浄
化
能
力
の
限
界
を
こ

え
て
、
河
川
に
排
出
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
水
中
の
生
懇
系
、
水
利
用
、

自
然
の
景
観
を
損
う
こ
と
を
水
質
汚

濁
と
い
い
ま
す
。

現
在
区
内
の
河
川
の
汚
濁
状
況

は
、
中
川
や
隅
田
川
、
荒
川
の
各
地

点
で
の
生
活
環
境
基
準
適
合
率
(
B

O
D
)
は
六
〇
～
(
〇
%
(
都
調
査
)

と
な
り
、
水
質
改
善
が
は
か
ら
れ
て

き
て
い
ま
す
が
、
綾
瀬
川
は
す
こ
し

ず
つ
良
く
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
環

境
基
準
適
合
率
〇
%
と
い
う
深
刻
な

汚
れ
の
状
態
で
す
。

区
の
採
水
分
析
調
査
で
は
、
埼
玉

県
境
を
な
が
れ
、
稜
瀬
川
に
そ
そ
ぐ

伝
右
川
が
毎
年
汚
濁
順
位
一
位
を
し

め
、
綾
瀬
川
や
毛
長
川
の
各
地
点
が

上
位
を
し
め
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

伝
右
川
は
、
ヒ
流
か
ら
の
産
賽
排

水
に
よ
る
特
有
の
色
と
薬
品
臭
牙一
と

も
な
っ
て
お
り
、
綾
瀬
川
で
は
、
生

活
排
水
と
産
業
排
水
の
い
り
ま
じ
っ

た
特
有
の
悪
臭
を
生
じ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
分
析
調
査
の
結
果
で
は

水
銀
や
シ
ア
ン
等
有
害
物
質
に
つ
い

て
は
、
各
地
価
で
環
境
基
準
に
適
合

し
て
い
ま
す
。

工
場
排
水
な
ど
の

規
制
や
対
策

水
質
汚
濁
の
防
止
に
は
、下
水
道

の
整
備
、
排
水
規
制
の
強
化
、浄
化

用
水
の
導
入
等
の
総
合
的
な
対
策
が

必
要
で
す
。

重
金
属
等
、
人
の
健
康
に
か
か
か

る
有
害
物
質
が
水
域
に
出
々
い
よ
う

に
、
ま
た
有
機
的
汚
濁
物
質
が
4
準

を
こ
え
て
排
出
さ
れ
な
い
よ
う
、
公

害
課
で
は
、
工
場
や
嘔
業
所
へ
の
指

磚
を
強
化
し
て
き
ま
し
た
。

区
内
に
は
、
ノ
ノ
そ
工
場
な
イ
即

業
工
程
で
水
を
使
う
工
場
(
排
水
型

工
場
)
が
三
百
余
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
団
地
や
マ
ン
シ
'
ン
な
ど

規
嘆
の
人
き
な
し
尿
処
理
施
設
を
も

つ
事
業
場
が
(
十
か
所
、
せ
ん
た
く

施
設
な
ど
小
規
模
で
も
排
水
の
で
ろ

箏
有
所
は
数
百
に
達
し
ま
す

。

一
定
の
処
理
が
は
と
こ
さ
れ
た
の

ち
、
こ
れ
ら
の
排
水
は
川
へ
直
接
放

流
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
公
害
課
で
は

東
京
都
公
害
防
止
条
例
に
定
め
ら
れ

た
排
水
基
準
か
、
確
実
に
守
ら
れ
ろ

よ
う
監
視
と
水
質
改
善
の
指
導
を
実

施
し
て
い
ま
す

。

特
に
排
水
型
工
場
や
し
尿
処
理
場

は
、
排
水
量
も
大
き
く
内
容
も
複
雑

な
た
め
、
一
斉
に
立
入
調
査
に
は
い

り
、
排
水
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
結

果
を
も
っ
て
工
場
へ
の
指
導
を
行
々

つ
て
い
ま
す
。

最
近
で
は
、
多
く
の
上
場
が
除
害

施
設
の
設
置
等
、
排
水
処
理
施
設
を

設
廣
す
ろ
々
ど
の
男
力
を
払
ろ
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
施
設
酒
保
守

管
理
が
卜
分
で
々
い
こ
と
な
ど
に
よ

る
基
準
違
反
も
、
し
ば
し
ば
み
ら
れ

る
の
で
、
区
内
の
工
場
や
事
業
場
の

実
態
に
ふ
さ
わ
し
い
対
策
を
追
求
し

て
い
ま
す
。

区
内
の
河
川
に
放
流
の

九
〇
%
が
家
庭
排
水

下
水
道
の
早
期
普
及
も
不
可
決

河
川
の
水
質
汚
濁
の
恃
徴
の
ひ
と

つ
は
、
家
庭
排
水
の
占
め
る
割
合
が

高
い
こ
と
で
す

ほ
内
の
河
川
に
放
流
さ
れ
る
排
水

の
う
ち
、
家
庭
排
水
が
九
〇
%
、
工
場

排
水
か
一
〇
%
と
な
っ
て
い
ま
す
。

足
立
区
は
人
口
の
急
激
な
増
加
匚

く
ら
べ
、
下
水
邏
の
普
及
状
況
は
二
〇

%
に
も
な
っ
て
お
ら
ず
、
荒
川
以

北
の
大
部
分
が
未
整
備
の
状
態
の
た

め
、
未
処
理
の
家
庭
排
水
か
同
川
に

大
き
な
負
担
を
か
け
て
い
ま
す
。

川
を
生
き
か
久
ら
せ
る
う
え
で
、

下
水
道
の
普
及
は
不
可
欠
々
こ
と
で

す
。
都
市
文
化
の
も
の
さ
し
と
い
わ

れ
、
快
適
な
都
市
生
活
を
営
9
つ
え

か
ら
も
、
ド
水
道
の
整
備
は
I
冂
も

早
く
解
決
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
も

の
で
す
。

し
か
し
、
下
水
道
が
諳
及
し
て
も

今
の
下
水
処
理
施
設
で
は
、
環
境
基

準
兮
守
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
つ
つ

あ
り
ま
す

。

卜
水
の
排
除
方
式
や
処
理
の
方
法

に
よ
っ
て
は
、
大
量
の
排
水
の
浄
化

に
効
果
が
あ
が
ら
な
か
っ
た
り
、
ち

っ
素
、
リ
ン
等
の
栄
美
塩
類
が
除
去

で
き
ず
、
富
栄
養
化
に
つ
な
が
る
な

ど
内
聞
題
も
揩
隲
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
後
ら
人
口
の
増
加
が
予
想
さ
れ

る
足
立
区
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
も

考
慮
に
入
れ
た
対
策
が
必
要
と
々
り
ま

す
。

□
参
考
用
語

水
質
の
環
境
規
準
　
人
の
健
康
に
関

す
る
泯
準
と
、
水
域
ご
と
に
利
水

目
的
で
分
類
さ
れ
た
生
活
環
境
の

保
全
に
関
す
る
基
準
の
二
つ
か
ら

々
り
、
区
内
の
対
象
と
な
る
阿
川

は
、
中
川
、
荒
川
、
綾
瀬
川
、
隅

田
川
で
す
。

B
O
D
　
生
物
化
学
的
酸
素
要
求

量
と
い
い
、
水
中
の
汚
物
を
無
害

な
も
の
に
ま
で
分
解
す
る
た
め
好

気
性
微
生
物
が
必
要
と
す
る
酸
素

の
暈
で
数
値
が
高
い
程
川
は
汚
れ

て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

今
ま
だ
ゴ
ミ
の
あ
ふ
れ
た
と
こ
ろ
も

子
ど
も
で
に
ぎ
わ
う
カ
ッ
パ
天
国

昔
昭和29年頃
の荒川放
水路の
夏

魚 にきく 川 のよ ごれ

魚類生息調査を実施

一
部
に
ま
だ
深
刻
な
汚
濁
状
魴一

に
あ
る
川
を
残
し
な
が
ら
も
、
昭

和
四
十
年
代
の
終
り
か
ら
区
内
の

河
川
は
す
こ
し
ず
つ
水
質
の
浄
化

の
兆
し
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
气
こ
れ
は
、
工
場
等
の
操

業
短
縮
や
排
水
処
理
の
改
善
が
、

よ
い
結
果
多
を
も
た
ら
し
て
き
た
一
因

で
し
ょ
う
。

そ
こ
で
、
公
害
課
で
は
よ
り
一

屬
の
水
質
浄
化
を
め
ざ
す
こ
と
を

目
的
に
し
て
、
い
ま
ま
で
B
O
D

と
か
P
P
M
等
の
専
門
用
語
で
発

表
し
て
い
た
調
査
結
果
を
、
よ
り

身
近
な
解
り
や
す
い
調
査
方
法
と

し
て

、
区
内
の
河
川
で
魚
が
ど
の

よ
う
に
生
活
し
て
い
る
か
を
さ
ぐ

る
「
魚
類
生
息
実
態
調
査
」
を
行

な
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
調
査
は
九
月
か
ら
、
一
級

河
川
(
隅
田
川
・
荒
川
・
中
川
・

花
畑
川
・
綾
瀬
川
・
毛
長
川
・
哘

川
)
で
実
施
し
ま
す
。

川
の
健
康
状
態
を
知
る
に
は
、

そ
こ
で
生
き
て
い
る
生
物
に
き
く

の
か
一
番
の
目
安
と
な
り
ま
す
。

魚
の
生
息
の
実
態
が
各
河
川
ご
と

に
あ
き
ら
か
に
な
れ
ぱ
、
水
質

分
拆
の
調
査
結
果
と
あ
わ
せ
、

河
川
の
自
然
環
境
の
保
全
や
、
水

利
用
の
判
断
材
料
と
し
て
大
き
な

役
剖
を
も
つ
こ
と
で
し
I

つ
。

幼
稚
園
の
保
育
料
が

減
免
さ
れ
ま
す

足
立
区
内
に
住
み
、
公
立
幼
稚

園
か
認
可
さ
れ
て
い
る
私
立
幼
稚

園
に
、四
歳
児
・
五
歳
児
を
通
園

さ
せ
、下
表
に
該
当
す
る
ご
家
庭

は
、
保
育
料
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

四
歳
児
・
・
・
昭
和
四
十
九
年
四
月
二

日
～
五
十
年
四
月
一
日
生

五
歳
児
・
・
・
昭
和
四
十
(
年
四
月
二

冂
～
四
十
九
年
四
月
一
日
生

こ
の
制
度
は
、
保
護
者
の
経
済

的
負
担
を
減
ら
し
、
幼
稚
園
へ
の

就
閭
を
奨
励
す
る
た
め
に
設
け
た

も
の
で
、
手
続
き
は
次
の
と
お
り

で
す

。

申
込
手
続
　
申
込
用
紙
は
、
各
幼

稚
園
に
備
え
て
あ
り

ま

す
の

で
、
必
要
事
項
を
記
入
し
、
昭

和
五
十
四
年
度
の
区
民
税
課
税

証
明
証
等
を
添
え
て
九
月
二
十

九
日
(
土
)
ま
で
に
、
各
幼
稚

園
長
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
教
育
委
員
会
幼
児
教

育
担
当

※ ( ウ) ( エ) ( オ) については、世帯構成員中2人以上に所得がある場合には、所
得割課税額の合計額とする。

休

業

し

ま

す

足
立
消
掃
工
場
の
焼
却
炉
の
定

期
検
査
が
行
な
わ
れ
る
た
め
、
余

熟
を
利
用
し
て
い
る
竹
の
塚
温
水

プ
ー
ル
と
老
人
会
館
の
浴
室
が
、

九
月
十
日
か
ら
三
十
日
ま
で
休
業

に
な
り
ま
す
。

な
お
、
温
水
プ
ー
ル
の
卓
球
コ
ー

ナ
ー
と
体
育
冥

老
人
会
館
の

そ
の
他
の
施
設
は
従
来
ど
お
り
運

営
し
ま
す
。

く
わ
し
く
は
、
竹
の
塚
温
水
プ

ー
ル
(
　
(
五
〇
―
二
三
三
)

老
人
会
館
(
　
(
五
九
丿
九
七
三

二
)
へ
。

住居表示の再調査をします

家屋等を新築・改築したときは届出を

九
月
卜
旬
か
ら
、
区
で
委
託
し
た
調

査
員
(
区
の
腕
章
を
つ
け
て
い
る
)
が
、

世
蝌
主
名
、
建
物
の
形
状
調
査
、
表
示

板
の
取
替
を
実
施
し
ま
す
。

調
査
地
区
　
江
北
六
～
七
丁
目
、谷
在

家
一
～
二
丁
目
、西
新
井
七
丁
目

調
査
期
間
　
九
月
上
旬
～
昭
和
五
亅
立

年
一
月
末
日

お

願

い

住
居
表
示
を
す
で
に
実
施
し
だ
地
域

内
に
、
家
屋
等
を
新
築
・
改
築
し
た
方

は
、
僅
居
表
示
に
よ
る
住
居
番
号
を
付

け
る
た
め
の
届
出
が
必
要
で
す
。

こ
の
届
出
が
な
い
と
正
し
い
住
所
と

は
々
い
ま
せ
人
の
で
、転
人
・
転
屑
届

も
で
き
ま
せ
ん
。

届
出
に
は
、
建
築
確
認
通
知
書
と
印

か
ん
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
住
居
表
示
係
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川 の 回復を め ざ して

河川汚濁の現状と対策

さ
ら
に
総
合
的
な
対
策
の

促
進
を
行
な
い
ま
す

東
京
の
水
域
全
体
を
み
た
場
合
、

水
質
汚
岡
は
大
変
深
刻
な
状
態
で

す
。そ

こ
で
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対

処
す
る
た
め
、
一
日
五
十
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
排
水
量
の
あ
る
工
場
に

対
し
、
規
模
に
応
じ
た
排
水
量
の
割

り
当
て
や
、
汚
濁
負
荷
量
の
測
定
義

狢
を
課
す
、
水
質
規
制
の
新
た
な
制

度
「
総
量
規
制
」
を
六
月
に
施
行
し

ま
し
た
。

ま
た
、
河
川
浄
化
の
効
果
を
あ
げ

る
た
め
の
広
域
的
対
策
と
し
て
、足

立
区
で
は
都
内
他
区
や
埼
玉
県
の
各

市
と
共
同
し
て
綾
瀬
川
浄
化
対
策
協

議
会
や
隅
田
川
水
系
浄
化
対
策
連
絡

協
議
会
を
発
足
さ
せ
、
国
や
都
へ
浄

化
対
策
促
進
の
要
謂
を
行
な
っ
て
い

ま
す
。

綾
瀬
川
浄
化
対
策
協
瞋
会
は
、
昭

和
五
十
一
年
四
月
に
足
立
区
、
葛
飾

区
、
越
谷
市
、草
加
市
、
(
潮
市
の

二
区
三
市
が
、
綾
瀬
川
流
域
の
浄
化

対
策
を
目
的
に
発
足
し
、
流
域
の
各

剽
定
点
で
の
同
時
採
水
調
査
や
排
水

型
工
場
の
視
察
を
行
な
い
、
こ
れ
ら

の
調
査
結
果
を
も
と
に
浄
化
対
策
を

す
す
め
て
い
ま
す
。

隅
田
川
水
系
浄
化
対
策
連
絡
協
議

会
も
コ
イ
や
フ
ナ
を
完
全
に
よ
び
も

と
し
、
さ
ら
に
は
白
魚
の
姿
を
再
び

み
る
こ
と
を
行
政
の
究
極
目
標
と
し

て

、
昭
和
五
十
三
年
四
月
に
流
域
の

板
橋
区

、
北
区

、
足
立
区

、荒
川
区

、

台
東
区

、
墨
田
区

、江
東
区
、中
央
区

の
(
区
が
、
合
同
水
質
調
査
や
合
同

視
察
を
行
な
う
こ
と
で
水
系
の
現
状

と
、
水
質
汚
濁
状
況
を
現
7

る
こ

と
を
中
心
に
し
て
発
足
し
ま
し
た

。

さ
ら
に
、
川
に
流
入
し
た
汚
水
は
、

川
の
流
量
か
多
い
程
う
す
め
ら
れ
る

自
浄
作
用
を
利
用
し
て
河
川
に
き
れ

い
な
水
そ
導
入
し
、
流
電
を
増
加
さ

せ
る
方
法
で

、
利
根
川
の
水
を
隅
円

川
に
導
入
さ
せ
た
り
、
花
畑
川
の
水

門
操
作
に
よ
り
中
川
の
水
を
綾
瀬
川

へ
導
入
し
て

、
浄
化
に
役
立
て
て
い

ま
す
。
そ
の
他
、
河
川
汚
泥
の
し
ゆ

人
せ
つ
や
浮
遊
ゴ
ミ
な
ど
の
清
掃
な

ど
も
水
質
浄
化
に
と
っ
て
重
要
な
こ

と
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
広
域
的
な
水
質
汚

濶
防
止
対
策
を
進
め
て
い
ま
す
が
、

川
を
自
然
と
の
調
和
を
保
ち
な
が
ら

生
き
か
え
さ
せ
る
た
め
に
は
、
行
政

は
も
ち
ろ
ん
、
皆
さ
ん
ひ
と
り
ひ
と

り
の
認
識
と
努
力
も
必
要
と
さ
れ
ま

す
。

問
合
せ
先
　
公
害
課

よみがえった中川

休日ともなれば、釣り大やその見物人の姿があちこちで
見られ、コイやフナが弓なりになった竿の先ではねる

年
金
を
受
け
ら
れ
る

最
後
の
機
会
で
す

国
民
年
金
特
例
納
付
保
険
料
の
融
資
制
度

特
例
納
付

制
度
と
は

国
民
年
金
で
は
、
昭
和
五
十
五
年

六
月
三
十
日
ま
で
に
、
年
金
の
加
入

者
で
未
加
入
の
方
、
加
入
し
て
い
て

も
未
納
が
多
い
た
め
、
将
来
年
金
が

受
け
ら
れ
な
い
万
に
対
し
、
時
効
に

な
っ
て
納
め
ら
れ
な
い
過
去
の
保
険

料
(
免
除
期
間
を
除
く
)
を
、
未
納

月
一
ヵ
月
に
つ
き
四
千
円
で
納
め
る

こ
と
の
で
き
る
制
度
で
す
。

年
金
を
受
け
ら
れ
る
最
後
の
チ
ャ

ン
ス
で
す
。
保
険
料
の
納
め
忘
れ
の

あ
る
方
は
、
こ
の
機
会
に
納
め
て
、

確
実
に
年
金
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

保
険
料
の

融
資
を
し
ま
す

未
加
入
の
万
、
加
入
し
て
い
て
も

未
納
の
多
い
方
に
対
し
、一
度
に
多

額
の
保
険
料
納
付
に
お
困
り
の
時
、

足
立
区
と
区
内
金
融
機
関
が
協
力
し

て
、
九
月
】日
か
ら
足
立
区
国
民
年

金
特
例
納
付
保
険
料
の
融
資
制
度
を

始
め
ま
し
た
。

次
の
要
領
で
行
な
い
ま
す
の
で
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

利
用
で
き
る
方

区
内
に
居
住
し
、
特
例
納
付
で
き

る
方
と
配
偶
者
。
ま
た
は
同
居
す

る
扶
養
義
務
者
(
未
成
年
者
は
除

く
)
で
、
次
の
①
～
⑤
の
要
件
に

該
当
の
万

①
足
立
区
内
で
の
居
住
年
数
が
一
年

以
上

②
動
続
(
営
業
)
年
数
が
三
年
以
上

③
年
収
が
百
五
十
万
円
以
上
で
、
収

入
が
安
定
し
て
い
る

④
過
去
に
信
用
事
故
が
な
い

⑤
融
資
取
扱
店
の
定
め
る
基
準
に
合

致
し
て
い
る

※
融
資
基
準
は
、
融
資
を
希
望
す
る

金
融
機
関
(
儻
託
銀
行
・
労
働
金
庫

・
農
協
・
郵
便
局
を
除
く
)
へ
直
接
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

利
用
条
件

国
民
年
金
特
例
納
付
保
険
料
に
限

る
債
務
保
証

融
資
取
扱
店
の
基
準
に
よ
り
、
供

用
保
証
会
社
に
よ
る
保
証
、連
帯

保
証
人
、
担
保
差
入
の
い
ず
れ
か

が
必
要

返
済
方
法

融
資
を
受
け
た
翌
月
か
ら
、毎
月

預
金
口
座
振
讐
で
返
済
(
そ
の
他

の
返
済
方
法
は
、
融
資
取
扱
店
の

基
準
で
異
な
り
ま
す
)

融
資
額

十
万
円
以
上
で
、
年
収
の
三
〇
%

以
内
(
た
だ
し
、納
付
保
険
料
以

内
で
、
万
円
単
位
で
貸
出
し
)

融
資
期
間

五
年
以
内

年
利
率

七
・
九
%
以
内
(
変
更
さ
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
)

延
滞
利
息

融
資
取
扱
店
の
基
準
に
よ
る

申
込
手
続

昭
和
五
十
五
年
六
月
十
四
日
ま
で

に
、国
民
年
金
諢
窓
口
で
年
金
資

格
の
審
査
を
受
け
、
ご
希
望
の
融

資
取
扱
店
へ
申
し
込
む

申
込
書
類

①
融
資
を
受
け
る
方
の
実
印
と
印
鑑

証
明
証
一
通

②
住
民
票
一
通
(
世

帯
全
員
の
写
し
)

③
一
番
新
し
い
源
泉

徴
収
票
(
自
営
業

等
の
方
は
申
告
書

の
控
)
、
住
民
税

課
税
証
明
書
各
一
通

④
国
民
年
金
手
帳
(
新
規
加
入
、
紛

失
し
た
方
に
は
、
区
の
窓
[
‥【
で
作

成
し
て
お
渡
し
し
ま
す
】

⑤
国
民
年
金
保
険
料
納
付
額
計
算
書
(

区
の
窓
口
で
作
成
)

⑥
保
険
料
納
付
書
(
区
の
窓
口
で
作

成
)

⑦
健
康
保
険
証

く
わ
し
く
は
、
国
民
年
金
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

低
所
得
の
方
は

ご
利
用
く
だ
さ
い

社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
所
得
の

低
い
世
帯
の
国
民
年
金
無
資
格
者
に

対
し
、
更
生
資
金
と
し
て
特
例
納
付

保
険
料
を
次
の
要
件
で
資
付
け
し
ま

す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

貸
付
限
度
額

納
付
に
要
す
る
保
険
料
の
二
分
の

一
以
下
で
、
最
高
二
十
五
万
円

返
済
期
間

六
ヵ
月
据
置
で
三
年
で
返
済
し
、

年
利
率
は
三
%
で
す

取
扱
期
間

昭
和
五
十
五
年
五
月
三
十
一
日

く
わ
し
く
は
、
足
立
区
社
会
福
祉

協
議
会
(
　
(
(
(
-
一
五
五
〇
)

へ
。

同
和
問
題
の

理
解
の
た
め
に

私
た
ち
の
周
囲
に
こ
ん
な
差
別

は
な
い
で
し
ょ
う
か

《
今
も
残
っ
て
い
る
差
別
》

(
4
)
マ
ス
コ
ミ
等
に
よ
る
差
別

昨
年
、
区
の
施
設
の
玄
関
の
ガ

ラ
ス
戸
に
、
被
差
別
部
落
の
人
々

に
対
す
る
悪
質
な
落
書
き
が
あ
り

ま
し
た
が
、
今
年
に
な
っ
て
も
、

区
内
で
個
人
が
所
有
す
る
駐
車
禁

止
の
立
札
に
部
落
差
別
を
助
長
す

る
悪
資
な
落
書
き
が
し
て
あ
り
ま

し
た
。

こ
の
よ
う
な
落
書
き
は
、
単
な

る
い
た
ず
ら
と
し
て
見
過
ご
す
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。あ
き
ら
か
に
、

差
別
を
意
識
し
た
内
容
で
あ
り

、

い
ま
だ
に
部
落
差
別
が
生
き
て
い

る
も
の
と
い
え
ま
す
。

新
聞
、
雑
誌
、
図
書
等
の
な
か

で
も
「
差
別
文
章
、
差
別
記
事

、

差
別
用
語
」
な
ど
に
よ
る
部
落
差

別
が
生
じ
て
い
ま
す
。

テ
レ
ビ
ご
フ
ジ
オ
も
例
外
で
は

な
く
、
ド
ラ
マ
で
同
和
地
区
の
先

祖
を
悪
人
と
し
て
描
い
た
も
の
が

あ
る
な
ど
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
差

別
問
題
は
あ
と
を
断
ち
ま
せ
ん
。

学
者
や
文
化
人
の
な
か
に
も
、

こ
の
問
題
に
対
す
る
意
識
が
不
十

分
な
だ
め
、
同
和
地
区
を
べ
っ
視

す
る
よ
う
な
言
勳
が
み
ら

れ
ま

す
。
こ
れ
は
単
に
認
識
の
な
い
執

筆
者
本
人
の
無
理
解
に
と
ど
ま
ら

ず
、
広
く
社
会
に
増
幅
さ
れ
る
危

険
を
も
つ
も
の
で
す
。

特
に
東
京
に
は
、
全
国
の
出
版

社
や
放
送
関
係
の
本
社
が
集
中
し

て
い
る
の
で
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る

差
別
は
、
全
国
各
地
に
大
き
な
影

澎
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
深
く

考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

以
上

、
ご
紹
介
し
た
よ
う
に
、

現
実
に
い
ろ
い
ろ
の
形
で
差
別
事

件
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
最
近
で
は
就
学
、
就
職

結
婚
な
ど
で
、
同
和
地
区
を
離
れ

て
生
活
す
る
人
も
多
く
な
っ
て
き

ま
し
た
が
、
同
和
地
区
の
出
身
者

で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
陰
に
睛

に
多
く
の
差
別
を
受
け
て
い
る
事

実
も
あ
り
ま
す

。

こ
の
よ
う
に
、
同
和
問
題
は
、

人
権
侵
害
の
最
た
る
も
の
で

あ

り
、
こ
の
問
題
の
解
決
な
く
し
て

は
、
真
の
民
主
主
義
は
あ
り
え
な

い
で
し
I
つ
。

区
民
の
皆
さ
ん
の
、
同
和
問
胆

に
対
す
る
正
し
い
ご
理
解
と
解
決

へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
同
和
問
題
に
関
す
る
問
い
合
わ

せ
は
、区
役
所
同
和
対
策
担
当
へ
。

さ
あ
!
秋
に
向
か
っ
て

体
を
鍛
え
よ
う

総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
で
は
、

皆
さ
ん
の
健
康
体
力
づ
く
り
に
特
別

メ
ニ
ュ
ー
を
用
意
し
ま
し
た
。
ご
参

加
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
エ
y
I
ラ
イ

フ
ル
場
の
使
用
も
可
能
に
な
り
ま
し

た
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

個
人
利
用
特
別
コ
ー
ス

□
壮
年
コ
ー
ス

日
時
　
九
月
十
五
囗
(
十
)
　

午
前

卜
時
～
午
後
四
時
三
十
分

対
象
　
五
卜
歳
以
上
の
区
内
在
住
者

内
容
　
講
演
・
健
康
度
チ
ェ
ヴ
ク
・

ア
ス
レ
チ
ッ
ク
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
等

定
員
　
五
十
名

費
用
　
千
円
(
施
設
使
用
料
、
昼
食

代
)
　

当
日
受
付
で
集
め
ま
す

申
込
方
法
　
九
月
十
一
日
(
火
)
ま

で
に
、直
接
か
電
話
で
申
し
込
む

□
コ
ロ
ン
・
コ
ロ
ン
コ
ー
ス

期
間
　
九
月
二
十
一
日
～
十
二
月
二

十
一
日
ま
で
の
毎
週
金
曜
日

時
間
　
◇
幼
児
コ
ー
ス
(
五
～
六
歳

児
)
　

午
後
四
時
三
十
分
～
五
時

三
十
分
　
◇
小
学
生
コ
ー
ス
　
午

後
五
時
三
十
分
～
六
時
三
十
分

内
容
　
柔
道
の
受
身
を
中
心
と
し
た

初
歩
的
な
技
術

費
用
(
施
設
使
用
料
)
　

各
回
百
円
(

十
三
回
実
施
)

定
員
　
各
コ
ー
ス
百
名
(
定
員
に
な

り
次
第
締
切
り
ま
す
)

参
加
方
法
　
運
動
の
で
き
る
服
装
で

第
一
日
目
は
保
護
者
同
伴
、
幼
児

コ
ー
ス
は
毎
回
保
護
者
同
伴

申
込
方
法
　
直
接
か
往
復
(
ガ
キ
に

住
所
、氏
名
(
保
護
者
名
と
参
加

者
名
)
、年
齢
、電
話
番
号
を
記

入
し
て
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

エ
ア
ー
ラ
イ
フ
ル
場
の

利
用
始
ま
る

か
ね
て
か
ら
開
設
準
備
を
進
め
て

い
た
、
エ
ア
ー
ラ
イ
フ
ル
場
の
使
用

が
許
可
さ
れ
、利
用
を
開
始
し
ま
し

た
。た
だ
し
、利
用
で
き
る
方
は
銃

砲
所
持
許
可
証
と
銃
を
お
持
ち
の
方

に
限
り
ま
す
。

―
個
人
で
利
用
の
場
合
―

要
件
　
当
セ
ン
タ
ー
の
講
習
会
を
受

け
、
個
人
施
設
利
用
証
を
所
持

講
習
　
九
月
(
日
か
ら
毎
週
土
昭
日

午
後
七
時
か
ら
当
セ
ン
タ
ー
で

利
用
日
　
水
・
金
曜
日
の
全
日
、
日

曜
日
の
午
前
・
午
後

―
団
体
利
用
の
場
合
―

要
件
　
個
人
利
用
日
以
外
の
時
間
帯
(

事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
)

◎
　
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
は
、

い
ず
れ
も
、
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ

ー
(
〒
1
2
1東
保
木
間
ニ
ー
ニ
七
一

一

五
九
1
(

二
一
一
)
へ
。

飛
入
り
歓
迎

区
民
大
運
動
会

今
年
も
十
月
十
日
(
体
育
の

日
)
に
開
催
し
ま
す
。
家
族
ぐ

る
み
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
記
章
を

交
付
し
ま
す

町
で
は
、
青
少
年
の
健
全
育
成

を
目
的
と
し
て

、
地
域
で
ス
ポ
ー

ツ
や
レ
ク
リ
エ
ー
ジ
'
ン
な
ど
の

社
会
教
育
活
動
に
対
し
、
奉
仕
的

活
動
を
行
な
っ
て
い
る
方
に
、
社

会
教
育
・
体
育
団
体
の
推
せ
ん
で

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
記
章
(
正
・
副
章
)

を
交
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

く
わ
し
く
は
、
青
少
年
係
へ
。ボランティア記章

補
助
金
を
交
付

少
年
ス
ポ
ー
ツ
大
会
に

青
少
年
の
健
全
育
成
を
目
的
と

し
て
、
地
域
で
行
な
う
ス
ポ
ー
ツ

大
会
に
費
用
の
一
部
を
、次
の
要

領
で
援
助
し
ま
す
。

対
象
・
基
準
　
▽
区
内
在
住
・
在

学
の
小
・
中
学
生
対
象
の
大
会

▽
参
加
か
十
チ
ー
ム
以
上
　
▽

要
項
・
規
約
が
明
確
な
大
会

※
た
だ
し
、
既
補
助
団
体
(
地
区

対
策
委
員
会
・
地
区
少
年
団
体
協

議
会
・
体
育
協
会
・
町
会
自
治

会
)
が
主
催
の
大
会
は
除
く

申
込
方
法
　
九
月
二
十
日
ま
で
に

所
定
の
登
録
用
紙
(
体
育
課
に

あ
り
)
に
記
入
し
て
提
出

問
合
せ
先
　
体
育
課

第32回区民体育大会実施要項
主催―足立区・足立区教育委員会・足立区体育協会
主管―各競技団体

※ 　参加資格… …区内在住、在勤、在学者、くわしくは教委・休育課へ。
※ 　郵送申込によるときは、住所、氏名、年齢、連絡先、参加競技種目を必ず記入すること。
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健康は貴 重な財産
進んで受けよう各種検診

区
民
健
康
診
断

日
頃
、健
康
診
断
の
機
会
に
恵
ま

れ
な
い
主
婦
、自
営
業
、商
店
で
働

ら
い
て
い
る
方
な
ど
を
対
象
に
、区

民
健
康
診
断
を
行
な
い
ま
す
。

都
合
の
よ
い
会
場
で
お
受
け
く
だ

さ
い
。

検
査
内
容
　

エ
y
ク
ス
線
間
接
撮
影
(

十
六
歳
以
上
の
方
)

、
血
圧
測

定
、
尿
検
査
、
歯
科
検
診
(
三
十

歳
以
上
の
方
)

※
検
査
の
結
果
、疑
わ
し
い
方
は
、

後
日
精
密
検
査
を
受
け
て
い
た
だ
き

ま
す
。

費
用
　
無
料

受
付
時
間
　
午
後
一
時
三
十
分
～
二

時
三
十
分

実
施
日
・
場
所
　
左
表
の
と
お
り

《
ご
注
意
》
　
▽
エ
y
ク
ス
線
撮
影

を
行
な
い
ま
す
の
で

、
金
具
類
の

つ
い
て
い
な
い
下
着
を
着
用
し
て

く
だ
さ
い
　
▽
会
場
に
は
、
駐
車

場
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
自
動
車
、

バ
イ
ク
等
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
　

▽
必
ず
上
ぱ
き
を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
(
保
健
所
、
保
健
相
談
所
は

不
要
)

問
合
せ
先
　
▼
区
役
所
保
健
予
防
係

▼
足
立
保
健
所
(
　
八
五
五
-
四

一
五
一
)
　
▼
千
住
保
健
所
(
　
(
(
(
-

四
二
七
七
)

区 民 健 康 診 断 実 施 会 場

胃
の
検
診
と

子
宮
が
ん
検
診

□
胃
の
検
診

対
象
　
区
内
在
住
の
膺
三
十
五
歳
以

上
の
方
(
保
健
所
の
管
轄
は
問
い

ま
せ
ん
)
で
、過
去
一
年
以
内
に

胃
の
検
診
を
受
け
て
い
な
い
方

検
診
場
所
(
定
員
)

▽
保
健
セ
ン
タ
ー
(
四
百
五
十
五

名
)

▽
足
立
保
健
所
<
検
診
車
>
只

百
名
)

▽
千
住
保
健
所
(
百
名
)

▽
都
ガ
ン
セ
ン
タ
ー
(
二
百
五
叶

名
)

検
診
日
　
十
月
～
十
二
月

《
ご
注
意
》
　
胃
の
手
術
を
し
た
方

や
胃
病
で
治
療
中
の
方
は
、受
診

で
き
ま
せ
ん
。

※
検
診
日
時
に
つ
い
て
は
、
申
し
込

み
者
に
別
途
通
知
し
ま
す
。な
お
、申

し
込
み
者
多
数
の
場
合
は
、
希
望
場

所
以
外
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

□
子
宮
ガ
ン
検
診

対
象
　
区
内
在
住
の
満
三
十
歳
以
上

の
女
性
で

、
過
去
一
年
以
内
に
子

宮
が
ん
検
診
を
受
け
て
い
な
い
方

検
診
場
所
・
検
診
日
(
定
員
)

▽
保
健
セ
ン
タ
上

各
二
十
五
名
)

十
月
、
十
一
月
、
十
二
月
の
毎
週

金
曜
日
(
十
一
月
二
十
一二
日
は
祝

凵
の
た
め
休
み
ま
す
)

▽
都
ガ
ン
セ
ン
タ
ー

十
月
二
十
九
日
(
四
十
名
)
・
气

十
日
(
五
十
名
)
・
十
一
月
十
九

日
(
百
名
)
・
二
十
日
(
七
十
五

名
)
・
十
二
月
十
(
日
(
五
十
名
)

《
ご
注
意
》
生
理
の
初
日
か
ら
十
口

間
は
検
診
で
き
ま
せ
ん
。
検
診
で

き
る
日
を
週
ん
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

申
込
方
法
　
胃
・
子
宮
が
ん
検
診
と

も
往
復
(
ガ
キ
で
足
立
保
健
所
業

務
第
一
係
(
〒
Ⅲ
伊
興
前
沼
一
一

五
七
-
六
)
へ
。

申
込
期
間
　
九
月
十
一
百
(
当
日
消

印
有
効
)

※
申
し
込
み
者
多
数
の
場
合
は
、抽

せ
ん
と
な
り
ま
す
。

問
合
せ
先
　
足
立
保
健
所
業
務
第
一

係
　
　
(
五
五
-
四
一
五
一

〔ハガキ記入例〕
胃検診

裏　　( 往信) 　　表

裏　　( 往信) 　　表

子宮がん検診

歯
科
検
診

▽
足
立
保
健
所
・
中
央
本
町
保
健
相

談
所
で
「
一
歳
六
ヵ
月
歯
科
検
診
」

を
四
月
、五
月
、六
月
に
受
け
た
方

は
、電
話
で
予
約
し
て
く
だ
さ
い

▽
そ
の
他
、二
歳
六
ヵ
月
ま
で
の
お

子
さ
ん
も
受
け
付
け
て
い
ま
す

▽
ま
も
な
く
一
歳
六
ヵ
月
に
な
る
わ

子
さ
ん
は
、
足
立
保
健
所
・
中
央

本
町
相
談
所
か
ら
通
知
が
届
き
ま

す
※
検
診
の
あ
と
、
む
し
閣
や
防
教
家

で
歯
の
み
が
き
方
や
、
ひ
し
歯
予
防

の
話
を
し
ま
す
。

申
込
・
問
合
せ
先
　
足
立
保
健
所
　

(
五
五一
四
一
五
一

募
集
し
ま
す

感
想
文
・
教
室
・
教
養
講
座

お
寄
せ
く
だ
さ
い

新
有
権
者
感
想
文

成
人
を
迎
え
た
方
、
迎
え
る
方
の

新
有
権
者
と
し
て
の
感
想
、
ま
た
は

選
挙
を
衄
験
し
た
こ
と
で
、
地
方
自

治
や
国
政
へ
の
参
加
に
つ
い
て
の
感

想
文
を
、
次
の
要
領
で
募
集

し

ま

す
。

資
格
　
昭
和
三
十
四
年
一
月
一
日
～

三
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
方

字
数
　
二
千
字
以
内

賞
　
最
優
秀
作
一
名
に
五
万
円
、入

賞
五
名
に
三
万
円
、佳
作
若
干
名

に
一
方
円
を
贈
呈

※
　
作
品
に
は
住
所
、氏
名
、生
年

月
日
、職
業
を
記
入
し
、未
発
表

の
も
の
と
す
る
。版
権
は
主
催
者

に
属
し
ま
す
。

締
切
　
卜
月
三
十
石

応
募
先
・
問
合
せ
先
　
区
選
挙
管
理

委
員
会

ご
参
加
く
だ
さ
い

青
年
教
室

地
域
の
青
年
と
い
っ
し
″
に
、
ス

ポ
ー
ツ
、
ゲ
ー
ム
、
学
習
会
を
通
じ

て
、
友
達
を
つ
く
り
ま
せ
ん
か
。

み
な
さ
ん
で
、
気
軽
に
参
加
し
て

く
だ
さ
い
。

日
時
・
場
所
(
内
容
)

▽
九
月
二
十
四
日
(
月
)
午
前
卜
時

～
午
後
三
時
　
第
七
中
学
校
(
ス

ポ
ー
ツ
・
ゲ
ー
ム
)

▽
九
月
二
十
七
日
(
木
)
午
後
七
時

～
九
時

青
年
館
(
う
た
・
ジ
ェ

ス
チ
ャ
ー
)

▽
十
月
四
日
(
木
)
午
後
七
時
～
九

時
　
青
年
館
(
手
芸
・
工
作
)

▽
十
月
七
日
(
日
)
午
後
七
時
～
九

時
　
青
年
館
(
映
画
と
は
な
し
)

▽
十
月
十
日
(
水
)
午
後
七
時
～
九

時
　
青
年
館
(
ダ
ン
ユ
・
ゲ
ー
ム
)

問
合
せ
先
　
青
少
年
係

お
気
軽
に

区
民
教
養
講
座

国
際
児
童
年
に
ち
な
み
、最
近
特

に
問
題
化
し
て
い
る
子
ど
も
の
非
行

と
暴
力
に
つ
い
て
、迪
け
い
の
深
い

三
氏
に
よ
る
講
習
会
を
、
次
の
と
お

り
開
催
し
ま
す
。

期
日
・
内
容
・
講
師

▽
九
月
(
日
(
土
)
　

青
少
年
期

に
お
け
る
性
格
形
成
に
つ
い
て
…

詫
摩
俊
氏
(
都
立
大
学
教
授
)

▽
九
月
二
十
二
口
(
土
)
　
登
校

拒
否
と
家
庭
内
暴
力
に
つ
い
て
・
:

小
泉
英
二
氏
(
都
立
教
育
研
究
所

相
談
部
長
)

▽
九
月
二
十
九
日
(
土
)
　

非
行

と
学
校
内
暴
力
に
つ
い
て
…
能
重

真
作
氏
(
足
皀
区
立
第
ト
ニ
巾
学

校
教
諭
)

時
間
　

い
ず
れ
も
午
後
二
時
～
四
時

対
象
　

一
般
区
民
(
区
内
在
勤
昔
々

含
む
)

定
員
　
先
着
百
名

費
用
　

無
料

申
込
受
付
　
五
日
(
水
)
か
ら
受
け

付
け
ま
す
。

場
所
・
申
込
先
　
教
育
セ
ン
々
I
(

竹
の
塚
二
上
一
五
1
一
二
-
-
　
　
(

五
○
―
八
(
〇

ご

妊
婦
さ
ん
の
健
康
の
た
め
に

妊
婦

健

診

妊
娠
さ
れ
た
方
に
、
妊
娠
前
期
・

後
期
の
二
回
、
無
料
で
健
康
診
査
の

で
き
る
健
診
奈
を
撹
し
て
い
ま
す
。

こ
の
健
診
票
は
、母
子
手
帳
と
い

っ
し
″
に
撹
す
保
墺
勹
ク
に
入
っ

て
い
て
、都
内
の
産
婦
人
科
を
扱
う

医
療
機
関
な
ら
受
診
で
き
ま
す
が
、

確
認
の
た
め
、受
診
の
と
き
医
療
機

関
で
お
聞
き
く
だ
さ
い
。

母
子
手
帳
は
、
申
請
先
に
備
え
て

あ
る
妊
娠
届
出
書
を
提
出
す
る
と
、

そ
の
場
で
交
付
し
ま
す
。
申
躙
に
は

必
ず
印
か
ん
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

申
請
先
　
住
民
登
録
の
あ
る
出
張
所

ま
た
は
、
保
健
予
防
係

問
合
せ
先
　
保
健
予
防
係

栄
養
講
習
会

□
中
央
本
町
保
健
相
談
所

日
時
　
九
月
十
一
日
(
火
)
午
後
一

時
三
十
分
～
三
時
三
十
分

定
員
　
先
着
已
卜
呂

費
用
　
無
料

内
容
　
▽
妊
娠
中
の
食
事
と
調
理
実

演
　
▽
妊
娠
中
毒
症
、貧
血
予
防

食
　
▽
授
乳
中
の
栄
養
に
つ
い
て

申
込
・
問
合
せ
先
　
中
央
本
町
保
健

相
談
所
　
　
(
(
〇
―
一
二
(
五

□
東
和
保
健
相
談
所

日
時
　
九
月
十
七
日
(
月
)
午
後
一

時
三
十
分
～
三
時
三
卜
分

定
員
　
三
十
名

費
用
　
無
料

内
容
　
▽
食
事
診
断
　
▽
貧
血
予
防

と
食
事
の
と
り
方
　
▽
調
理
実
習

申
込
・
問
合
せ
先
　
東
和
保
健
相
談

所
　

六
〇
六一
四
一
七
一

母
子
栄
養
食
品
を

支
給
し
ま
す

対
象
者
　
▽
生
活
保
護
世
帯
　
▽
住

民
税
非
課
税
世
帯
　
▽
所
得
税
非

課
税
世
帯
の
い
ず
れ
か
に
属
す
る

妊
産
婦
お
よ
び
乳
児
(
た
だ
し
、

乳
児
に
つ
い
て
は
体
重
制
限
が
あ

り
ま
す
)

支
給
期
間
　
▽
奸
婦
・
=
妊
娠
五
ヵ
月

目
か
ら
六
ヵ
月
間
　
▽
産
婦
…
出

産
の
翌
月
か
ら
三
ヵ
月
間
　
▽
乳

児
…
出
生
後
四
ヵ
月
目
か
ら
九
ヵ

月
間

持
参
す
る
も
の
　
▽
印
か
ん
　
▽
母

子
健
康
手
帳

申
請
先
　
各
出
張
所
ま
た
は
、
保
健

予
防
係

問
合
せ
先
　
保
健
予
防
係

母

親
学

級

勳
い
て
ぃ
る
妊
婦
さ
ん
の
為
に
、

ほ
親
学
級
を
鬨
催
し
ま
す
。
健
康
な

亦
ち
ゃ
ん
を
生
む
こ
と
は
よ
り
幸
せ

な
家
庭
を
築
き
ま
て

日
時
　
九
月
八
日
(
上
)
午
後
一
時

～
四
時

場
所
　
千
住
保
健
所
講
堂

定
員
　
二
十
五
名

内
容
　
映
画
、
妊
娠
の
生
理
、
お
産

の
経
過
、
質
疑
応
答
な
ど

申
込
・
問
合
せ
先
　
七
日
ま
で
に
、

千
住
保
健
所
業
務
係
(
　

八
(
ベ

ー
四
二
七
七
)
へ
。

竹
の
塚
休
日

歯
科
診
療
所

場
所
　
竹
の
塚
六
-
T
(
I
匸
〒

一
〇
一
(
旧
竹
の
癨
保
健
相
談
所

内
)

電
話
　
(
(

五
-
瓦
四
一
二
(

休
日

の
み
)

開
設
期
日
　
口
曜
日
・
祝
日
・
十
二

月
二
十
九
～
翌
年
の
一
月
三
日

受
付
時
間
　
午
前
し
時
～
午
後
四
時

診
療
科
目
　
歯
科
(
急
病
患
者
の
応

急
冶
療
の
み
)

※
診
療
を
受
け
る
方
は
、必
ず
保
険

証
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

保
険
証
を
忘
れ
た
方
は
、
全
額
自

己
負
担
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
保
健
予
防
係
、
ま
た
は

区
歯
科
医
師
会
(
　
(
(
一
丁
匕

Ξ
Ξ
七
)

九
月
十
二
日
、都
第
六
建
設

事
務
所
(
午
前
十
時
～
午
後
三

時
)
の
献
血
日
は
十
四
日
に
変

更
に
な
り
ま
す
。

特
別
弔
慰
金
を

支
給
し
ま
す

戦
没
者
等
の
遺
族
に
特
別
弔
慰
金
(

額
面
十
二
万
円
、
六
年
償
還
国
債
)

を
支
給
し
ま
す

。

該
当
す
る
方
　
▽
公
務
扶
助
料
、
遺

族
年
金
等
を
受
け
て
い
た
方
が
、

昭
和
五
卜
年
四
月
一
日
か
ら
五
十

四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
閧
に

死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
遺
族

▽
戦
没
者
等
が
、
旧
陸
軍
部
内
の

判
任
官
、
文
官
(
軍
属
を
除
く
)

で
あ
っ
て
、
当
骸
峨
没
者
等
に
か

か
る
公
務
扶
助
料
を
受
け
て
い
た

方
が
、
昭
和
五
十
四
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
に
死
亡
し
た
場
合
そ
の

遺
族

受
付
・
問
合
せ
先
　
援
護
係

福
祉
手
当
の
現
況
届

福
祉
手
当
(
国
制
度
)
を
受
給
し

て
い
る
方
に
、
毎
年
現
況
届
を
提
出

し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
骸
当
者

の
方
に
は
、
す
で
に
届
出
用
紙
を
郵

送
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
期
日
ま
で

に
、
係
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。(

郵
送
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
)

住
所
や
、
金
融
機
関
の
変
更
な
ど

が
あ
っ
た
場
合
は
、
あ
わ
せ
て
届
出

を
お
願
い
し
ま
す
。

届
出
が
な
い
場
合
に
は
、
手
当
の

支
給
が
停
止
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

届
出
期
限
　
九
月
十
日
(
月
)

届
出
先
・
問
合
せ
先
　
援
護
係

ためらわず
すばや く

あなたの

1 1 O 番
◎ 落ち着いて

①何があったか
②いつあったか
③どこであったか

話
の
種
別
に
よ
る
一
一
〇
番
の

か
け
か
た

○
お
宅
の
電
話
・
・
・

そ
の
ま
ま
一
一
〇

○
赤
・
ピ
ン
ク
電
話…

店
の
人
に
切
替
え
て
も
ら

っ
て
一
一
〇

○
黄
・
青
電
話
…

受
話
器
を
は
ず
し
て
赤
ボ

タ
ン
を
押
し
て
一
一
〇

掲
示
板

東
部
セ
ン
タ
ー

▽
茶
道
教
室

日
時
　
九
月
二
十
日
(
木
)
午
前

九
時
三
十
分

費
用
　
(
百
円

定
員
　
二
十
名

▽
テ
ー
ブ
ル
マ
ナ
ー
講
習
会

日
時
　
九
月
二
十
日
(
木
)
午
後

六
時

定
員
　
六
十
五
名

費
用
　
四
千
円

申
込
・
問
合
せ
先
　
い
ず
れ
も
七

日
ま
で
に
東
部
セ
ン
タ
ー
(
　

六
〇
五
一
七

】○
一
)
へ
。

無
担
保
・

無
保
証
人
融
資

融
資
対
象
　
都
内
(
二
十
三
区
内
)

で
一
年
以
上
営
業
し
、
従
業
員

が
二
十
名
以
下
(
商
業
・
サ
ー

ピ
ス
業
で
は
五
名
以
下
)
の
事

業
者

融
資
限
度
　
▽
設
備
賢
金
:
一
三
百

万
円
以
内
　
▽
連
転
資
金
二
一

百
五
十
万
円
以
内

融
資
期
間
　
▽
設
備
資
金
・・・
四
年

以
内
(

す
え
お
き
六
ヵ
月
を
含

む
)
　

▽
運
転
賢
金
・・・
二
年
六

ヵ
月
以
内
(
す
え
お
き
六
ヵ
月

を
含
ひ
)

金
利
　
年
七
%
(

九
月
一
日
か
ら

変
わ
り
ま
し
た
)

※
担
保
・
保
証
人
は
不
要

問
合
せ
先
　
東
京
商
工
会
議
所
足

立
支
部
　
　
(
(

一
一
九
二
〇

〇区
民
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス

日
時
　
九
月
十
三
日
・
二
十
七
日
(

木
)
午
後
六
時
三
十
分
～
九
時

場
所
　
千
寿
第
三
小
学
校
体
育
館

対
象
　
十
六
歳
以
上
(

初
心
者
の

方
歓
迎
)

費
用
　

無
料

問
合
わ
せ
　
区
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス

連
盟
　
　

八
八
一
-
九
〇
六
五

夜
間
講
習
会

日
時
　
十
月
九
日
～
二
十
六
日

午
後
六
時
～
(
時
三
十
分

講
習
　
立
体
図
(
テ
ク
ニ
カ
ル
・

イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
'
ン
)
の
描

き
か
た

受
講
料
　
千
円

定
員
　
四
十
五
名

申
込
受
付
　
九
月
十
七
日
～
二
十

二
日
　
午
前
九
時
～
午
後
七
時

申
込
・
問
合
せ
先
　
足
立
高
等
驕

業
訓
練
校
　
　

六
〇
五
上
(
I

四
九都

税
事
務
所

相
談
コ
ー
ナ
ー

都
税
の
相
談
は
、
都
税
事
務
所

の
な
か
に
あ
る
相
談
コ
ー
ナ
ー
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
都
税
の
相
談
の
ほ
か
、

都
税
制
度
に
つ
い
て
の
質
問
、
意

見
、
事
務
の
運
営
上
の
苦
情
な
ど

も
、
相
談
コ
ー
ナ
ー
で
承
っ
て
い

ま
す
。電
話
で
も
結
牌
で
す
。

問
合
せ
先
　
足
立
都
税
事
務
所
　
　

(
(
二
-
二
一
一
一

就
業
構
造
基
本
調
査

の
実
施
に
つ
い
て

総
理
府
統
計
局
で
は
、
国
民
の

就
業
・
不
就
業
の
状
態
を
種
々
の

側
面
か
ら
詳
細
に
と
ら
え
る
昭
和

五
十
四
年
就
業
構
造
基
本
調
査
を

十
月
一
日
現
在
で
行
な
い
ま
す
。

九
月
下
旬
に
、統
計
調
査
貝
が
、

調
査
対
象
と
な
っ
た
世
帯
に
調
査

槊
の
記
入
依
頼
に
伺
い

ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

行
方
不
明
の
人
を

さ
が
す
相
談
所

▽
本
部
相
談
所

開
設
期
間
　
九
月
一
日
工
一
十
日

場
所
・
問
合
せ
先
　
警
視
庁
鑑
識

課
　
　

五
(
一
1
四
三
ニ

ー
内

線
四
五
二
一

※
本
部
相
談
所
の
ほ
か
、浅
草
出

張
相
談
所
(
　
八
七
四
-
五
一
六

一
)
、上
野
出
張
相
談
所
(
　
(

四
四
-
二
匸
一
一
)
、新
宿
出
張

相
談
所
(
　
三
四
(
I
○
一
一
〇
)

が
、開
設
し
て
い
ま
す
。開
設
期

間
は
異
な
り
ま
す
の
で
、直
接
電

話
で
問
い
合
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
各
相
談
所
と
も
、午
前
(
時
三

十
分
～
午
後
五
時
ま
で

。(
日
曜

日
も
開
設
し
ま
す
)

訂
正

(
月
二
十
日
号
で
、区
民

カ
レ
ン
ダ
ー
の
中
の
十
五

日
、子
供
映
画
会
(
加
平
児
童
館

二
時
)
と
お
知
ら
せ
し
ま
し
た

が
、九
月
(
日
の
誤
り
で
し
た
。

訂
正
し
て
お
詑
び
し
ま
す
。

S・T0　235, 000


